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平成31年度 石狩市教育委員会会議（４月定例会）会議録 

 

平成31年４月23日（火）           開 会 13時00分 

第２委員会室 

 

○委員の出欠状況 

委  員  氏  名 出席 欠席 備     考 

教育長  鎌 田 英 暢 ○   

委 員  門 馬 冨士子 ○  教育長職務代理 

委 員  松 尾 拓 也 ○   

委 員  山 本 由美子 ○   

委 員  穴 水   正 ○   

  

○会議出席者 

役     職     名  氏    名 

生涯学習部長（兼文化財課長） 佐々木 隆 哉 

生涯学習部次長（教育指導担当） 佐 藤 辰 彦 

生涯学習部次長（社会教育担当） 東   信 也 

総務企画課長 安 﨑 克 仁 

学校教育課長 佐々木 宏 嘉 

教育支援センター長 開 発 克 久 

社会教育課長（兼公民館長） 伊 藤 英 司 

文化財課長 工 藤 義 衛 

厚田生涯学習課長 相 原 真 一 

浜益生涯学習課長 成 田 和 幸 

学校給食センター長 近 藤 和 磨 

生涯学習部参事（指導担当） 山 田   潮 

総務企画課主幹 松 永   実 

総務企画課総務企画担当主査 扇   武 男 

同上 古 屋 昇 一 
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議事日程 

 

日程第１ 署名委員の指名  

 

日程第２ 議案審議 

議案第１号 石狩市奨学審議委員会委員の委嘱について【非公開】 

議案第２号 石狩市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱について【非公開】 

議案第３号 石狩市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について【非公開】 

議案第４号 教職員の処分の内申について【非公開】 

 

日程第３ 教育長報告 

 

日程第４ 報告事項 

① 平成 31 年度石狩市教育委員会の点検・評価の実施について 

② 石狩市奨学審議委員会委員の解嘱について 

③ 石狩市いじめ問題対策連絡協議会委員の解嘱について 

④ 石狩市学校給食センター運営委員会委員の解嘱について 

 

日程第５ その他 

 

日程第６ 次回定例会の開催について 

 

 

 

開会宣言 

 

（鎌田教育長）ただ今から、平成 31 年度教育委員会会議４月定例会を開会いた

します。 

 

 

日程第１ 会議録署名委員の指名 

 

（鎌田教育長）日程第１ 会議録署名委員の指名ですが、門馬委員にお願いしま

す。 
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日程第２ 議案審議 

 

（鎌田教育長）日程第２ 議案審議を議題とします。 

 

 

議案第１号から議案第３号の審議を非公開とする件について 

 

（鎌田教育長）議案第１号「石狩市奨学審議委員会委員の委嘱について」及び 

議案第２号「石狩市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱について」、議案第３

号「石狩市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について」は、石狩市教育委

員会会議規則第 15 条第１項第２号に該当いたしますので、非公開案件として後

ほど審議したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

異議なし 

 

（鎌田教育長）ご異議なしと認め、非公開とすることに決定いたしました。 

 

 

議案第４号の審議を非公開とする件について 

 

（鎌田教育長）次に、議案第４号「教職員の処分の内申について」は、石狩市教

育委員会会議規則第 15 条第１項第１号に該当いたしますので、非公開案件とし

て後ほど審議したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

異議なし 

 

（鎌田教育長）ご異議なしと認め、非公開とすることに決定いたしました。 

 

 

日程第３ 教育長報告 

 

（鎌田教育長）次に、日程第３ 教育長報告を議題とします。４月定例会での報

告につきましては、別紙で配付しておりますが、委員の皆様から何かご質問等が

あれば受けたいと思いますがございますか。 

 

（門馬委員）４月20日に、石狩小学校校舎利活用案意見交換会が行われておりま
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すが、どのような意見が出たのか、代表的なものを教えてください。 

 

（工藤文化財課長）当日は４名の方にご出席をいただきました。主な意見、質問

等としましては、体育館の利活用方策について、現在事務局では収蔵庫にするこ

とを考えているのですが、その必要な面積はどのくらいか。また、希望というこ

とで言えば、以前、石狩浜を拠点に活動していた、画家の渋井一夫という方がい

らっしゃったように、これまで地域に根ざした創作活動をされてきた芸術家等

との関わりを持った活用法も検討してはどうかといったようなご提案をいただ

きました。 

 

（門馬委員）わかりました。 

 

（松尾委員）今、お話のあった提案に対する回答はどのようなものになるのでし

ょうか。 

 

（工藤文化財課長）基本的な活用方針として、これまで歴史館的、博物館的な使

用のイメージを示してきておりますので、それを踏まえた検討をさせていただ

きたいという旨の回答をしました。 

 

（佐々木生涯学習部長）補足で説明いたします。今回の意見交換会は、教育長か

ら諮問している石狩小学校の閉校後の利用計画を検討する検討委員会が原案を

まとめまして、それを最終的に答申する前の段階で、広く市民の方々に説明して

ご意見をいただき、もしも反映できるものがあればその意見を踏まえて、その原

案を修正してから教育長へ提出するといった趣旨で行っているものでございま

す。今回出された意見につきましては、本年６月に予定しております次回の検討

委員会で各委員に検討していただいて、その結果として反映できるものか、でき

ないものかを決定していくことになります。 

 

（松尾委員）わかりました。 

 

（鎌田教育長）他にご質問等はありますか。 

 

質問なし 

 

（鎌田教育長）他に質問等は無いようですので、教育長報告については了承とい

うことでよろしいでしょうか。 
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異議なし 

 

（鎌田教育長）ご異議なしと認め、教育長報告につきましては了承いただきまし

た。 

 

 

日程第４ 報告事項 

 

（鎌田教育長）次に、日程第４ 報告事項を議題といたします。 

 

 

報告事項① 平成31年度石狩市教育委員会の点検・評価の実施について 

 

（鎌田教育長）報告事項①「平成31年度石狩市教育委員会の点検・評価の実施に

ついて」、事務局から説明願います。 

 

（安﨑総務企画課長）私から、報告事項①「平成 31 年度石狩市教育委員会の点

検・評価について」、説明をさせていただきます。資料１ページをご覧ください。

改元日前である本日の資料では、見出しを「平成 31 年度石狩市教育委員会の点

検・評価」としております。国の通知において「施行日前日までに作成し、公に

なる文書については、元号は平成を用いること、また、国の予算における会計年

度の名称については、原則、改元日以降は当該年度全体を通じて令和元年度とす

る」旨の通知がございました。よって改元日の５月１日以降は、「令和元年度石

狩市教育委員会の点検・評価」という表現に置き換えをいたしますのでご承知お

きください。この点検・評価は、地方教育行政法第 26 条第１項の規定に基づき、

毎年教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務の管理及びその

執行状況について点検・評価を行い、報告書を作成し議会に提出するとともに公

表しているものでございます。今年の点検・評価は、平成 30 年度実施分を対象

に行うものです。点検評価の項目としましては、１ページに記載がございますが、

「教育委員会等の活動状況」と「教育に関する事業」の大きく２点になります。

教育に関する事業については、教育プランの項目ごとに施策別の取組状況、分析、

今後の方向性や教育プランで掲げた成果指標の実績について記載をいたします。

また、学識経験者の知見の活用が求められておりますので、外部評価委員会を開

催し、資料２ページに記載しております３名の委員から意見を頂戴し、報告書に

掲載いたします。担当所管においては、頂戴した意見を踏まえ次年度以降の取に

生かしているところです。報告書の全体構成については、前年同様と考えている
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ところです。２ページの下段に今年度のスケジュールを記載しております。６月

中に事務局での点検作業を終え、６月に教育委員会会議に原案をお示ししたい

と思います。委員の皆様のご意見をいただきながら修正を加え、調整したうえで、

９月に予定しております外部評価委員会に諮ります。外部評価委員の意見を掲

載した完成形の報告書を 10 月の教育委員会議において決定をいただき、市議会

へ提出、その後ホームページ等で公表するという流れになってございます。今年

度は教育プランの最終年であり、点検・評価と並行して新教育プランの策定作業

を進めることになります。新プランの策定スケジュールは、今後別途ご報告をさ

せていただきます。私からは以上です。 

 

（鎌田教育長）ただ今、事務局から報告がありました。この件について、ご質問

等がありましたら受けたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

（松尾委員）最終的に市のホームページで公表するとなっており、例年と同様だ

と思いますが、今までこれに対して何かご意見とか寄せられたことはあります

か。 

 

（安﨑総務企画課長）私が着任してからは、そのような声はいただいてはおりま

せん。 

 

（松尾委員）ホームページ上から意見を募るような作りになっているかどうか

ということや、今後新プランを作る部分もありますので、ご意見をいただくよう

な形の方法について検討しても良いかなと思いますが、いかがでしょうか。 

 

（安﨑総務企画課長）ただ今、松尾委員が言われた部分については、検討してま

いりたいと思います。 

 

（松尾委員）わかりました。 

 

（鎌田教育長）他にご質問等はございますか。 

 

（穴水委員）先ほど事務スケジュールのお話をされておりましたけれども、最終

決定をするのが 10 月ということですね。新プランの作成スケジュールについて

は別途というお話でしたけれども、外部評価委員会の評価が次の新プランに生

かされるためにはこのスケジュールで間に合うのでしょうか。もう少し早めな

いと新プランの作成に間に合わないのではないかと心配をしているのですが、
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いかがでしょうか。 

 

（安﨑総務企画課長）点検・評価のスケジュールについては、お示ししたとおり

進んでいきたいと思います。新教育プランについても、外部評価委員にご意見を

いただけるよう、外部評価委員会の開催前までに原案をまとめた形で外部評価

委員にもお示しして、ご意見を頂戴できるような形で反映をしていきたいと考

えています。 

 

（松尾委員）本来、私がお話することではないのかもしれないですが、毎年この

点検・評価については、外部評価委員の皆さんからご意見をいただいて、できた

こと、できなかったことを踏まえて、翌年の取組をやってきているので、毎年の

ＰＤＣＡの中でも、外部評価委員のご意見はある程度入ってきているのかなと

思います。特段、新プランがあるから、早めないと間に合わないという感じでは

ないのかなと私は思っています。 

 

（穴水委員）問題は新プランの柱立てが、どのようになっていくのかということ

に関わってくるのではないかという思いがあり、お聞きしました。新プランの内

容がまだ見えておりませんので何とも言えないのですが、少なくとも今までの

反省が新プランの方に生かされるという状況づくりだけはお願いしたいと思い

ます。 

 

（佐々木生涯学習部長）今の穴水委員のご指摘はもっともでありまして、新しい

プランを作るときには、前計画の総括というのは当然行います。それを踏まえて

策定のスケジュールや、教育委員、外部評価委員の皆さんからの意見を踏まえて

フィードバックするといったような作業を行うことになります。数字的な総括

は、教育委員会に中間報告をする頃にはある程度まとまっていく見込みでござ

いますので、随時修正を加え「行きつ戻りつ」をしながら全体をまとめていく作

業になるかと思います。以上です。 

 

（穴水委員）わかりました。 

 

（鎌田教育長）新教育プランのスケジュールは、いつ頃明らかになるのですか。 

 

（安﨑総務企画課長）次回の会議でお示しする予定です。 

 

（鎌田教育長）次回のこの会議の中でお示しをするということになっておりま
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すので、宜しくお願いしたいと思います。 

 

（鎌田教育長）他にご質問等はございますか。 

 

質問なし 

 

（鎌田教育長）他に質問がないということで、報告事項①については了解という

ことでよろしいでしょうか。 

 

異議なし 

 

（鎌田教育長）ご異議なしと認め、報告事項①を了解いたしました。 

 

 

報告事項② 石狩市奨学審議委員会委員の解嘱について 

報告事項③ 石狩市いじめ問題対策連絡協議会委員の解嘱について 

報告事項④ 石狩市学校給食センター運営委員会委員の解嘱について 

 

（鎌田教育長）次に、報告事項②「石狩市奨学審議委員会委員の解嘱について」、

及び報告事項③「石狩市いじめ問題対策連絡協議会委員の解嘱について」、報告

事項④「石狩市学校給食センター運営委員会委員の解嘱について」は、各審議委

員に委嘱していました主に学校教育関係者の人事異動等によるものでございま

すので、一括して佐々木生涯学部長の方から報告をお願いします。 

 

（佐々木生涯学習部長）報告事項②、③、④の各審議会委員の解嘱についてでご

ざいます。これらにつきましては、ただ今、教育長から説明がございましたとお

り、この春の人事発令及び関係団体の役員改選によりまして、本市から転出ある

いは役職を交代した方々の職を解いたものでございます。これらはいずれも年

度末ということでございまして、教育委員会会議を開く暇がないものとして、石

狩市教育委員会教育長事務専決規程第２条第１項に基づき、教育長専決で決定

いたしましたので、同条第２項に基づいて報告をいたしまして、承認を求めよう

とするものでございます。以上です。 

 

（鎌田教育長）ただ今、佐々木生涯学習部長から一括して報告がありましたが、

何かご質問等はございますか。 
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質問なし 

 

（鎌田教育長）ご質問等が無いようですので、この件につきましては了解という

ことでよろしいでしょうか。 

 

異議なし 

 

（鎌田教育長）ご異議なしと認め、報告事項②から④につきましては了解いたし

ました。 

 

 

日程第５ その他 

 

（鎌田教育長）次に、日程第５ その他を議題とします。事務局あるいは教育委

員の皆さんから何かございませんか。 

 

意見等なし 

 

（鎌田教育長）以上で、日程第５ その他を終了します。 

 

 

日程第６ 次回会議の開催日程 

 

（鎌田教育長）次に、日程第６ 次回会議の開催日程を議題とします。次回につ

いては、５月 28 日の火曜日、10 時 00 分からの開催を予定しておりますので、

宜しくお願い申し上げます。 

 

（鎌田教育長）以上をもちまして、公開案件は終了いたしました。非公開案件の

説明員以外の方はご退席をお願いいたします。 

 

 
 

 

【非公開案件の審議等】 

13 時 22 分～13 時 37 分 
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閉会宣告 

 

（鎌田教育長）以上を持ちまして、４月定例会の案件は、全て終了いたしました。

これをもちまして、平成 31 年度教育委員会会議４月定例会を閉会いたします。 

 

閉 会 13 時 38 分 

 

 

【非公開案件の審議等の結果】 

 

 

議案第１号 石狩市奨学審議委員会委員の委嘱について 

  

原案どおり可決した。（質疑等省略） 

 

 区   分 氏  名 性別 新規・継続 所属団体等 

1 

市内学校長 

坂 田 育 子 女 新規 石狩市校長会（石狩中学校） 

2 丸 山 真嗣典 男 新規   同上  （厚田中学校） 

3 

学識経験者 

小 林   孝 男 新規 北海道石狩南高等学校副校長 

4 津 嶋 拓 慈 男 新規 北海道石狩翔陽高等学校副校長 

委嘱期間  委嘱の日～令和２年４月 30 日（残任期間） 

 

 

議案第２号 石狩市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱について 

  

原案どおり可決した。（質疑等省略） 

 

 区   分 氏  名 性別 新規・継続 所属団体等 

1 石狩市立学校職員 高 橋 秀 明 男 新規 
石狩市校長会 

（花川小学校校長） 

2 
関係行政機関の職

員 
百 瀬 彰 幹 男 新規 札幌方面北警察署生活安全課長 

委嘱期間  委嘱の日～令和２年６月 30 日（残任期間） 
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議案第３号 石狩市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 

  

原案どおり可決した。（質疑等省略） 

 

 区  分 氏  名 性別 新規・継続 所属団体等 

1 

小中学校の教職員 

石 橋 浩 明 男 新規 石狩市校長会（厚田小学校） 

2 北 村   剛 男 新規 石狩市教頭会（聚富中学校） 

3 村 井   誠 男 新規 
石狩市公立小中学校事務職員 

協議会（石狩中学校） 

委嘱期間  委嘱の日～令和２年５月 31日（残任期間） 

 

 

議案第４号 教職員の処分の内申について 

 

原案どおり可決した。（質疑等省略） 

 

 

 

 

 

 

 

会議録署名 

 

上記会議の経過を記録し、その相違ないことを証するため、ここに署名します。 

   

令和元年５月２８日 

 

                  教 育 長   鎌 田 英 暢 

 

 

署名委員   門 馬 冨士子 

 


